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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和３年１２月８日（水）午後４時００分  

場所 熊本市中央区二の丸１－１ 桜の馬場城彩苑 多目的交流施設 

 

農業委員２４名 

 1番 谷口 憲治     2番 小佐井 亮祐     3 番 西田 廣行 

4番 上田 定信        5番 木村 憲正          6番 田中 敏郎 

7番 林田 智博      8番 杉本 守        9番 田上 正富 

10番 東  哲治    11番 牧野 正治       12 番 網田  稔 

13番 三原 勉     14番 木下 三智也     15番 赤木 英雄 

16番 福𠩤 幸一    17番 眞鍋 宣孝      18番 田上 泰則 

19番  磯田 修一     20番  宮本 淳一      21 番  堀   恭子 

22番  西冨 大二郎   23番 福嶋 德行         24番 徳永 芳也 

 

午後４時００分 開会 

 

事務局     定刻になりましたので、ただいまから熊本市農業委員会総会を開会

いたします。 

        本日の農業委員会総会出席は、農業委員総数２４名全員出席でござ

いますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づ

き、総会は成立しております。 

        それでは会長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長    皆さん、こんにちは。 

        本日は、皆様ご多用の中農業委員会総会に出席いただき、誠にあり

がとうございます。 

        早いもので１２月になりまして、大変寒い日が多くなってまいりま

した。委員の皆様には、師走を迎えお忙しい時期とは思いますが、お

体には十分気をつけていただきますようお願いいたします。 

        それでは、本日の総会は、農地法に基づく許可申請や農地利用集積

計画などが主な議案となっております。総会の審議がスムーズに進行

できますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。挨拶といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議
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長になり議事の進行を行うこととなっております。 

        それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは、議事に入りますが、議事に入るに当たり、総会次第第３

の議事録署名者及び総会書記指名をいたします。本日の議事録署名者

には、１８番の田上泰則委員と１９番の磯田修一委員を、書記に事務

局の村上浩徳技術主幹を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

        本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請

から第８号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明願までの８

件でございますが、議案の修正がございます。事務局より説明をお願

いいたします。 

 

事務局     説明いたします。 

        目次の第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請のところ

でございます。件数３件となっておりますけれども、取下げのため件

数２件訂正をお願いいたします。 

        同じく、目次の合計１７２件となっておりますが、１７１件でお願

いいたします。 

        それから８ページ、第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可

申請３番でございます。取下げのため、斜線で消していただきますよ

うにお願いいたします。 

        以上でございます。 

 

議  長    初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請２６件

でございます。地元委員のご報告に当たりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        １番から３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        １番は、経営拡張のため所有権移転の申請です。譲受人は水稲及び

露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を作付される

計画です。 

        ２番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲及
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び露地野菜を栽培されている農家で、申請地には水稲を作付される計

画です。 

        ３番は、耕作の便宜上取得のための所有権移転の申請です。譲受人

は水稲及び露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を

作付される計画です。 

        以上３件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１番から３番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、４番。 

 

１０番 東哲治委員 

        １０番委員、東です。 

        ４番から６番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ４番は、いとこへ贈与による所有権移転の申請です。譲受人はミカ

ンとイチゴを栽培されている農家で、申請地にはミカンを栽培される

計画です。 

        ５番と６番は関連で、子へ贈与による所有権移転の申請です。譲受

人はミカンを栽培されている農家で、申請地にはミカンを栽培される

計画です。 

        以上３件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、４番から６番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 
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        続きまして、７番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ７番から１０番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ７番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水稲

を栽培されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        ８番は、子へ贈与のための所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、 

花卉を栽培されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        ９番、１０番は関連で、耕作の便宜上交換のための所有権移転の申

請です。９番の譲受人は水稲、ナスを栽培されている農家で、申請地

には水稲を作付される計画です。１０番の譲受人は水稲、露地野菜を

栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        以上４件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、７番から１０番まで地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、１１番。 

 

７番 林田智博委員 

        ７番委員、林田です。 

        １１番から１２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １１番は、子へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人はナス及

びブロッコリーを作付されている農家で、申請地にはブロッコリーを

作付される計画です。 

        １２番は、子へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人はミニト

マトを作付されている農家で、申請地にはミニトマトを作付される計

画です。 

        以上２件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条
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第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協

議結果です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１１番、１２番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続いて、１３番。 

 

２０番 宮本淳一委員 

        ２０番委員、宮本です。 

        １３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １３番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は牧草を

作付されており、許可後は牧草を作付される計画です。 

        以上１件について、先日の地区委員会において検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当である

との協議結果です。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま、１３番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、１４番。 

 

２番 小佐井亮祐委員 

        ２番委員、小佐井です。 

        １４番から１６番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        １４番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲、

スイカを栽培される兼業農家で、許可後は大根を作付される予定です。 

        １５番につきましても、経営拡張のための所有権移転の申請です。

譲受人は、水稲、露地野菜を栽培される専業農家で、許可後は露地野

菜を作付けされる予定です。 
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        １６番は２０番と関連ですが、２０番は植木地区の案件で、後ほど

植木地区委員より報告がございますので、１６番についてのみご報告

いたします。 

        １６番は、新規就農のための賃借権設定の申請です。借受人には、

先日の地区委員会にご出席いただき、聞き取り調査を行っております。

許可後の営農計画につきましては、イチゴ、ナスの作付を予定されて

おり、その他聞き取りの結果といたしましては、特に問題ないものと

判断いたしました。 

        以上３件、先日の地区委員会によりまして検討した結果、いずれも

農地法第３条２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当な

ものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１４番から１６番まで地元委員より説明がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続いて、１７番。 

 

１１番 牧野正治委員 

        １１番委員、牧野です。 

        １７番から２６番について、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        １７番は、所有権移転し子へ贈与される申請であります。譲受人は

専業農家で、これまで親子間で使用貸借権を設定し申請地にはスイカ、

キュウリを作付されており、許可後も引き続きスイカ、キュウリを作

付されるということであります。 

        １８番、１９番は関連で、新規就農のための使用貸借権を設定され

る申請であります。借受人は先日の地区委員会に出席いただき、聞き

取り調査を行っております。許可後の営農計画については、ブロッコ

リー、キャベツ等の露地野菜を作付される計画であり、２年目からは

ハウスを利用したスイカの栽培にも取り組みたいとのことでありまし

た。そのほか、聴き取りをした結果、地区委員会といたしましては、特

に問題はないものと判断いたしました。 

        ２０番は、先ほど北部地区から報告があった１６番との関連で、新

規就農のための賃借権設定の申請です。借受人は先日の地区委員会に
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出席いただき、聴き取り調査を行っております。許可後の営農計画に

つきましても、先ほどの報告のとおりであり、当地区委員会といたし

ましても、何ら問題ものとないものと判断いたしました。 

        ２１番、２２番は関連で、独立就農のためそれぞれの使用貸借権を

設定される申請であります。借受人は、これまで親元で農業に従事さ

れており、スイカ、ナス等を栽培されております。許可後も、申請地に

はスイカ、ナスを作付される予定です。 

        ２３番、２４番は関連です。所有権移転の申請で、耕作の便宜上交

換されるものであります。２３番の譲受人は水稲、露地野菜を栽培さ

れる兼業農家で、許可後は、水稲、露地野菜を作付される予定であり

ます。また、２４番の譲受人は水稲を栽培される兼業農家で、許可後

は大豆を作付される予定であります。 

        ２５番は、所有権移転し子へ贈与される申請です。譲受人は水稲、

ＷＣＳ用稲を栽培される専業農家で、申請地には許可後、引き続きＷ

ＣＳ用稲を作付される予定であります。 

        ２６番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲

を栽培される兼業農家で、許可後は水稲を作付される予定であります。 

        以上１０件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法

第３条第２項の各号不許可要件に該当しておらず、申請は妥当なもの

と協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１７番から２６番まで地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、第２号議案、事業計画変更承認申請１件でございます。

地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基準に照らし、協議状

況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        １番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １番は、今年７月に許可を受けられた農地法第５条申請の転用目的

を変更するための事業計画変更承認申請です。変更内容は、当初目的
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の建売住宅を建築条件付売買予定地に変更されるものです。理由とい

たしましては、今般の住宅デザインや家族構成を踏まえた間取り等の

ニーズの多様化により、自社以外のハウスメーカーでの建築要望が増

えたことから変更されるものです。なお、今回は転用目的の変更のみ

で、土地利用計画等については、当初計画どおりとなっておりますの

で、変更による周辺農地への影響は新たに発生することはございませ

ん。 

        以上１件、先日の地区委員会で検討した結果、変更後における事業

計画についても、当初計画と同じく転用許可基準を満たしていること

から、今回の事業計画変更については何ら問題ないとの協議結果でご

ざいました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請２

件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基準

に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告します。 

        １番は、個人が所有する申請地を道路に転用する許可申請です。農

地区分は市街地化の傾向が著しい区域内の農地で、水管、下水管の２

種が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地からおおむね

５００ｍ以内に２つの医療機関施設がある３種農地と判断されます。

申請地は、申請人が居住している敷地の隣接地で、公衆用道路として

使用するため申請地を道路に転用するものです。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般の基準の面、ともに転用の許可基準を満たしている

との協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ
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の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、２番。 

 

１０番 東哲治委員 

        １０番委員、東です。 

        ２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ２番は、農家住宅及び農業用倉庫建築のための転用許可申請です。

農地区分は、中山間地の広がりのない小集団の農地のため、第２種農

地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もさ

れましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されて

おります。土地利用計画は、転用面積１，０１０㎡に木造平屋建て農

家住宅１棟と農業用倉庫２棟、作業場１棟を設置される計画で、妥当

な面積と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防

除等も問題ありません。工事計画は令和４年５月１０日までの予定で、

許可後速やかに着手されるとのことです。ただ、申請地は既に住宅自

宅の敷地として利用されており、今後そこのようなことがないように

する旨の始末書が添付されております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査確認を行い検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可の基準を満たしている

との協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、２番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        ３番は取下げです。 

        続きまして、第４号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請３

８件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基

準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いします。 

        それでは、１番、お願いします。 
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２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番から４番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        １番と２番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転による建築

条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、市街地化の傾

向が著しい区域内の農地で、水管、下水管の２種が埋設されている道

路の沿道の区域であって、申請地からおおむね５００ｍ以内に２つの

医療機関施設がある第３種農地と、農業公共投資の対象となっていな

い１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地の混在する農

地と判断されます。申請地のほか、集落内・集落外の更地、駐車場、資

材置場の３か所の代替地を検討されましたが売却予定がなく、申請地

を選定されました。なお、土地利用計画は、総事業面積３，２９６．４

６㎡、総転用面積２，６９５㎡に建築条件付売買予定地１２区画及び

公衆用道路、公園、防火水槽を整備される計画で、転用面積としては

妥当なものと判断されます。工事期間は令和６年１２月３１日までの

予定で、許可後は速やかに着手されることを確認しております。資力

信用等、転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に

支障を生じるおそれはないものと判断されます。開発許可が必要にな

りますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課への事前審査済

みとのことです。 

        ３番は、１番と２番の申請に伴い、不動産業を営む同法人が１番と

２番の隣接地での通路を確保するための所有権移転の申請です。農地

区分は、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の広がりの

ない生産性の低い第２種農地と判断されます。１番と２番の開発に伴

う通路のためやむを得ないと判断しました。 

        ４番は、使用貸借の所有権を設定され分家住宅を建設されるための

転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない

１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地と判断されます。

また、代替地についても検討されておりますが、建築の制限等で適地

がなく、当該地を選定されております。土地利用計画は、転用面積４

９５㎡に木造２階建て１棟を建設される計画で、転用面積としては適

正なものと判断されます。資力信用等、転用行為の確実性が認められ、

また、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断さ

れます。開発許可が必要となりますが、開発指導課と事前協議済みと

のことです。工期は令和５年３月３０日までの予定で、許可後速やか

に着手されるとのことです。 



 

－11－ 

        以上４件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま、１番から４番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、５番。 

 

１７番 眞鍋宜孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        ５番から７番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        ５番と６番は関連で、不動産の売買等を営む法人が所有権移転し、

地区計画による宅地分譲地へ転用する申請です。農地区分は、市街化

区域に近接する１０ｈａ未満の広がりのない農地で、第２種農地と判

断されます。申請地は、県道２３２号線小池竜田線への交通アクセス

が良好で、近隣に小・中学校、高校、大型商業施設があり、公共下水道

の設備も整っております。申請地のほか周辺の宅地、雑種地、３種農

地を検討されましたが、適当な場所が見当たらなかったことから、当

該申請地を選定されております。土地利用計画は、他地目を含む総事

業面積９，９１８．８８㎡、総転用面積８，１７９．０８㎡に宅地分譲

地２９区画、道路、公園、調整池として整備される計画で、転用面積と

しては適正なものと判断されます。熊本市都市計画審議会で地区計画

が決定した都市計画法に規定する区域で、住宅の用またはこれに附帯

する施設に供されることが確実であると認められため、宅地分譲への

転用は可能です。資力信用等、転用行為の確実性が認められ、また、周

辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断されます。

工事期間は令和５年１月３０日までを予定されており、許可後速やか

に着手されることを確認しております。 

        ７番は、令和２年１１月９日の総会で許可相当とした建売住宅への

転用で、令和３年６月８日の総会でコロナ禍における当初の転用事業

者の資金繰りの悪化のため、転用事業者のみを変更する事業計画の変

更申請を行い、許可相当と判断されたものでした。しかしながら、転
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用事業者に最終的に金融機関からの融資が下りなかったため、転用許

可書を返納され、新たに当初の事業計画者である不動産・土木建築事

業を営む法人が転用申請を行うとのことです。事業計画の計画者以外

の変更はありません。また、事業資金計画書に対する資金証明は、金

融機関から残高証明が提出されております。また、開発許可が、許可

変更日の変更はない等旨、開発指導課に確認しております。 

        以上、許可申請に対する転用事業者の計画再申請はやむを得ないと

のことでございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、５番から７番までについて地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        なお、５番と６番、それから７番についても、総転用面積がそれぞ

れ３，０００㎡を超えますので、申請どおり許可相当として農業会議

へ意見を聴取することといたします。 

        続きまして、８番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ８番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地区

分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で第２種農地と

判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされま

したが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されており

ます。土地利用計画は、転用面積４９９㎡に個人住宅木造平屋建て１

棟の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和４年６月３０日ま

でを予定されており、許可後は速やかに着手されることを確認いたし

ております。 

        以上１件、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお
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願いいたします。 

 

議  長    ただいま、８番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、９番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ９番から１１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ９番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地区

分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で第２種農地と

判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされま

したが、他に適当な土地がなかったために、申請地を選定されており

ます。土地利用計画は、転用面積２００㎡に個人住宅木造２階建て１

棟の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和４年１２月２０日

までを予定されており、許可後は速やかに着手されることを確認して

おります。 

        １０番は、祖父と孫間の使用貸借権設定による農業用倉庫及び農業

用車両置場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ以上の一団

の農地の区域内にある第１種農地と判断されます。第１種農地は原則

不許可ですが、今回の申請は不許可の例外規定の農業用施設の用に供

するために行われるものに該当すると判断しました。土地選定に当た

っては、周辺で代替地の検討もされましたが、他に適当な土地がなか

ったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、転用面積

６６０㎡に農業用倉庫１棟、トラクター、田植え機、トラック３台分

の農業用車両置場の計画で、転用面積としては適正なものと判断され

ます。資金計画、排水計画、隣接農地への被害防除については問題あ

りません。工事期間は令和４年５月３１日までを予定されており、許

可後速やかに着手されることを確認いたしております。 
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        １１番は、所有権移転による貸資材置場への転用許可申請です。農

地区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と判

断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不許可の

例外規定の集落に接続して設置するものに該当すると判断しました。

申請人も同地区内に居住しております。土地選定に当たっては、周辺

で代替地の検討もされましたが、他に適当な土地がなかったため、申

請地を選定されております。土地利用計画は、譲受人が代表を務める

土木建設業を営む法人へ貸し出され、転用面積１，０５１㎡に砕石、

山砂、土管等の土木建設用資材及びトラック、重機等の保管場所とし

て使用される計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。

資金計画、排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありませ

ん。ただ、申請地は既に資材置場として利用されており、今後このよ

うなことがないようにする旨の始末書が提出されております。 

        以上３件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今

回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま、９番から１１番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、１２番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        １２番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １２番は、不動産業を営む法人が、農地を所有権移転し建売住宅へ

の転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある一団

の農地の区域内にある第１種農地と判断されます。１種農地は原則不

許可ですが、集落に接続して設置するものに該当し、不許可の例外規

定に該当するものと判断されます。また、代替地については、周辺で

農地以外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う

土地がなかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、
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他地目含む総事業面積１，７１２．１９㎡に木造２階建て住宅７棟を

整備される計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、給排水計

画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。開発許可が必要とな

りますが、集落内開発制度指定区域内で、開発許可の事前審査回答書

の提出もなされております。工事計画は令和５年３月３１日までの予

定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。 

        １３番は、不動産業を営む法人が、農地を所有権移転し建築条件付

売買用土地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ以上の広が

りのある一団の農地の区域にある第１種農地と判断されます。１種農

地は原則不許可ですが、集落に接続して設置するものに該当し、不許

可の例外規定に該当するものと判断されます。 

また、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め代替地を検討さ

れましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、申請地を選定され

ております。土地利用計画は、他地目含む総事業面積１，５９９．４９

㎡に建築条件付売買予定地６区画の造成のほか道路を整備される計画

で、妥当な面積と判断されます。 

また、建築条件付売買予定地として転用許可を受ける場合の要件につい

ては、申請書記載事項により確認しており、同時に転用事業者と土地購

入者からの売買契約書案も添付されております。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除等も問題ありません。開発許可が必要となります

が、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課と協議中とのことです。

工事期間は令和４年７月３１日までの予定で、許可後速やかに着手され

ることを確認しております。 

        以上２件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は適当なものと判断いたしました。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１２番、１３番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        続きまして、１４番。 

 

２０番 宮本淳一委員 
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        ２０番委員、宮本です。 

        １４番から２３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １４番は、建築工事業を営む法人が農地を所有権移転し資材置場へ

の転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産

性の低い農地で第２種農地と判断され、代替地については、周辺で農

地以外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほかに条件の合う土

地がなかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、

申請地にコンクリート製品、建設用足場、クラッシャラン等の資材置

場を整備される計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、排水

計画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。工事期間は令和４

年４月３０日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認し

ております。 

        １５番から１８番は関連で、不動産売買及び建築工事業を営む法人

が所有権移転による建売住宅への転用許可申請です。農地区分は、１

０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と判断されます。

第１種農地は原則不許可ですが、集落に接続して設置するものに該当

し、不許可の例外規定に該当するものと判断されます。代替地につい

ては、周辺で農地以外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほか

に条件の合う土地がなかったため、申請地を選択されております。土

地利用計画は、他地目含む総事業面積４，３２８．６２㎡に木造２階建

て１５棟を整備される計画で、妥当な面積と思われます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。また、開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発許可の

事前審査の回答書の提出もなされております。工事期間は令和４年１

２月２５日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認して

おります。 

        １９番は、所有権移転による資材置場への転用許可申請です。農地

区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と判断

されます。１種農地は原則不許可ですが、集落に接続して設置するも

のに該当し、不許可の例外規定に該当するものと判断されます。申請

人も同地区内に居住しております。代替地については、周辺で農地以

外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほかに条件の合う土地が

なかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、申請

地に本人が経営する土木業で使用するコンクリート製品、パネル、敷

き鉄板などの資材置場を整備される計画で、妥当な面積と判断されま

す。資金計画、排水計画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。
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工事期間は令和４年４月３０日までの予定で、許可後速やかに着手さ

れることを確認しております。 

        ２０番は、所有権移転による駐車場への転用許可申請です。農地区

分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地と判断さ

れ、代替地については、周囲の農地以外の土地も含め代替地を検討さ

れましたが、ほかに条件の合う土地がなかったため、申請地を選定さ

れております。土地利用計画は、申請地に作業用トラック２０台分の

駐車場を整備される計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。工事期間は

令和４年４月３０日までの予定で、許可後速やかに着手されることを

確認しております。 

        ２１番は、不動産の売買及び建設工事業を営む法人が所有権移転し、

建築条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ

未満の広がりのない生産性の低い農地で第２種農地と判断され、代替

地については、周囲の農地以外の土地も含め代替地を検討されました

が、ほかに条件の合う土地がなかったため、申請地を選定されており

ます。土地利用計画は、他地目を含む総事業面積３，４２０．６９㎡に

建築条件付売買予定地１２区画を整備する計画で、転用面積としては

適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被

害防除等も問題ありません。また、開発許可が必要となりますが、集

落内開発制度指定区域内で、開発指導課への事前協議の申請中とのこ

とです。工事期間は令和６年１２月２０日までの予定で、許可後速や

かに着手されることを確認しております。 

        ２２番は、土木業を営む法人が農地を所有権移転し資材置場への転

用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の

低い農地で第２種農地と判断され、代替地については、周囲の農地以

外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほかに条件の合う土地が

なかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、申請

地に鉄板、鋼材の資材置場及び作業車通路、駐車場を整備される計画

で、妥当な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地への被

害防除等も問題ありません。工事期間は令和４年３月３１日までの予

定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。 

        ２３番は、建築業を営む法人が農地を所有権移転し資材置場への転

用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の

低い農地で第２種農地と判断され、代替地については、周囲の農地以

外の土地も含め代替地を検討されましたが、ほかに条件の合う土地が

なかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、申請



 

－18－ 

地に土木建設資材の資材置場及び作業スペース、駐車場を整備される

計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地へ

の被害防除等も問題ありません。工事期間は令和４年３月３１日まで

の予定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。 

        以上１０件、先日の地区委員会で現地確認を行い検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可基準を満たしていると

の協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま、１４番から２３番まで地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        なお、１５番から１８番については、総転用面積は３，０００㎡を

超えますので、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取する

ことといたします。 

        続きまして、２４番。 

 

２番 小佐井亮祐委員 

        ２番委員、小佐井でございます。 

        ２４番から３１番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ２４番は、建設業を営む個人が所有権移転し資材置場及び駐車場に

転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない

小集団の生産性の低い農地で第２種農地と判断されます。土地の選定

に当たっては、代替地として農地以外の土地など検討されましたが、

交通の便などほかに条件の合う土地がなく、申請地を選定されたもの

です。土地利用計画は、申請地９３６㎡を自身が営む法人の建築用木

材等の資材置場及び業務用トラック駐車場として利用される計画で、

転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、排水計画等にも

問題はなく、周囲の状況から周辺農地への影響もないものと思われま

す。工期は許可日から令和４年１月末までの予定で、許可後速やかに

着手されることを確認しております。 

        ２５番は、農業を営む個人が所有権移転し農家住宅及び農業用倉庫

へ転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていな

い小集団の生産性の低い農地で第２種農地と判断されます。土地の選
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定に当たっては、代替地として自己所有農地を含め検討されましたが、

条件に合う土地が見つからず、申請地を申請されたものです。土地利

用計画は、申請地９６２㎡に木造平屋建て住宅１棟と軽量鉄骨造りの

倉庫１棟を建築する計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。

資金計画、給排水計画等に問題はなく、周辺の状況から周辺農地への

影響もないものと思われます。工期は許可日から令和４年７月３１日

までを予定されており、許可後速やかに着手されることを確認してお

ります。 

        ２６番から３０番は関連です。太陽光発電事業等を営む法人が所有

権移転し太陽光発電設備に転用する申請です。農地区分は、農業公共

投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で第２種農地と

判断されます。土地の選定に当たっては、代替地として近隣の農地以

外の土地など検討されましたが、日照、事業規模など条件に合う土地

がなく、申請地を選定されたものです。土地利用計画は、申請地８筆

６，１５７㎡と農地以外の土地を合わせた総事業面積６，８９０㎡に

太陽光パネル１，１５２枚、発電容量４６０．８ｋｗを設置する計画

で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画書、電力会社

からの系統連系に係る契約の案内及び経済産業省の認定書の写しなど

必要書類もそろっております。排水は雨水のみですが、自然地下浸透

で処理される計画であるため、土砂の流出など周辺に被害が出ないよ

う被害防除対策には十分配慮するように、現地調査時に指導しており

ます。工期は許可日から令和４年３月３１日までを予定されておりま

す。許可後速やかに着手されることを確認しております。 

        ３１番は、個人が所有権移転し道路へ転用する申請です。農地区分

は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で

第２種農地と判断されます。申請地は、既に道路として利用されてお

り、申請に当たっては始末書が提出されております。この道路は、昭

和２０年代に住宅を建築された際、公道から住宅敷地への進入用道路

として整備し利用されてきましたが、その後、所有権移転、地目変更

登記をされないままになっていたということで、今回転用申請をされ

たものです。なお、この転用による周辺農地への営農の支障は発生す

ることはありません。 

        以上８件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、立地基準及び一般基準を満たしており、申請は妥当なものと協

議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、２４番から３１番までについて地元委員よりご報告がご
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ざいましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        なお、２６番から３０番までについては、転用面積が３，０００㎡

を超えますので、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取す

ることといたします。 

        続きまして、３２番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ３２番から３８番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ３２番は、不動産業等を営む法人が所有権移転し建売住宅へ転用す

る申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団

の農地の区域内にある第２種農地と判断いたします。土地の選定に当

たりましては、代替地として周辺で市街化区域や第３種農地を検討さ

れましたが取得に至らず、申請地を選定されたものです。土地利用計

画は、申請地１，３９１㎡に木造２階建て住宅５棟を建築されるほか

道路として利用される計画で、転用面積は適正なものと判断いたしま

す。資金計画、排水計画に問題はなく、周辺農地への影響もないもの

と思われます。工期は許可日から令和５年２月２８日までの予定で、

許可後速やかに着手されることを確認しております。なお、開発許可

が必要となりますが、事前審査申出書を提出済みで、許可の見込みは

あるものと判断いたします。 

        ３３番は、農業及び園芸用の耕作土及び育苗土の販売等を営む法人

が所有権移転し資材置場及び建築機械置場へ転用する申請です。農地

区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地で第２種と判断いたします。土地の選定に当たっては、代替地とし

て農地以外の土地を中心に検討されましたが、ほかに適当な土地がな

く、今回の申請地を選定されたものです。土地利用計画は、申請地４

筆合計６６２．３３㎡に販売用の土及び積込み用の重機置場等として

利用する計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、

排水計画に問題はなく、周辺農地への影響もないものと思われます。

なお、申請地のうち１筆に地役権が設定されておりましたが、申請に

当たっては権利者の同意済みです。工期は許可日から令和４年２月２
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８日までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認しておりま

す。 

        ３４番から３７番は関連で、宅地建物取引業等を営む法人が所有権

を移転し建築条件付売買予定地に転用する申請です。農地区分は、１

０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある第１種農地と判断され

ますが、転用目的が住宅でかつ集落に接続して設置されることから、

不許可の例外に該当するものと判断いたします。土地の選定に当たっ

ては、周辺で代替地を検討されましたが、事業の規模等からほかに条

件に合う土地がなく、申請地を選定されたものです。土地利用計画は、

申請地５筆合計４，８４１㎡と農地以外の土地を合わせた総事業面積

４，９８３㎡に建築条件付売買予定地１５区画のほか公園等を整備し、

利用する計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、

給排水計画等に問題はなく、周辺の農地への影響もないものと思われ

ます。工期は許可日から令和５年７月３１日までの予定で、許可後速

やかに着手されることを確認しております。なお、開発許可が必要と

なりますが、事前審査の回答済みで、許可の見込みがあるものと判断

いたします。 

        ３８番は、所有権移転し個人住宅へ転用する申請です。農地区分は、

１０ｈａ以上の一団の規模の農地の区域内にある第１種農地と判断さ

れますが、集落に接続して住宅を建築するものであることから、不許

可の例外に該当するものと判断いたします。土地の選定に当たっては、

申請地は叔母が所有する土地で、住宅建築に当たり、無償で譲ってい

ただけるということで選定されております。土地利用計画は、申請地

４９９㎡に木造平屋建て住宅１棟の建築で、転用面積は適正なものと

判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、周辺農地への

影響もないものと思われます。工期は許可日から令和４年９月３０日

までの予定で、許可後速やかに着手されることを確認しております。

なお、開発許可が必要となりますが、事前審査の回答済みで、許可の

見込みもあるものと判断いたします。 

        以上７件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、立地基準及び一般基準を満たしており、申請は妥当なものと協

議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、３２番から３８番までについて地元委員よりご報告がご

ざいましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        なお、３４番から３７番については、総転用面積が３，０００㎡を

超えますので、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取する

ことといたします。 

        続きまして、第５号議案及び６号議案でございます。この件につき

ましては、事務局より内容の説明をお願いします。 

 

事務局     それでは、第５号議案及び第６号議案は関連ですので、併せてご説

明をいたします。 

        まず、第５号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の９号についてご説明をいたします。 

        初めに、所有権移転ですが、明細の２１ページの１番から２４ペー

ジの７番までの合計が７件で、うち４件が公社からの売渡し、３件が

公社による買取りとなっております。今回相対による売買はございま

せんでした。面積は７件合わせまして、田の２万３，６６０㎡、畑の９

４９㎡、合計が２万４，６０９㎡で、売買価格は備考欄記載のとおり

となっております。 

        次に、利用権設定の新規設定分です。明細の２４ページの８番から

３９ページの３８番までの合計が３１件で、契約期間別では、６年未

満が２２件、１０年以上が９件で、面積は３１件合わせまして、田の

１２万６，０７６㎡、畑の９，５８９㎡の合計が１３万５，６６５㎡で

す。権利の種類は、賃借権及び使用貸借権、利用内容といたしまして、

水稲、露地野菜、果樹、施設野菜、畑作物、飼料作物となっておりま

す。 

        次に、再設定分です。明細の３９ページの３９番から５５ページの

７２番までの合計が３４件で、契約期間別では、６年未満が２７件、

１０年以上が７件で、面積は３４件合わせまして、田の１３万１４８

㎡、畑の３万５，５９４㎡の合計１６万５，７４２㎡です。権利の種類

は、賃借権及び使用貸借権、利用の内容は水稲、畑作物、露地野菜、果

樹、麦、大豆、施設野菜です。 

        続きまして、第６号議案です。５６ページの表をご覧ください。 

        こちらは、農地中間管理機構との貸借の新規設定となります。明細

の５７ページの１番から６７ページの２７番までで、契約期間別では、

６年未満が８件、１０年以上が１９件で、面積は２７件合わせまして、

田の６万２，８５８㎡、畑の６，３８４㎡の合計が６万９，２４２㎡で

す。権利の種類は、賃借権及び使用貸借権、予定されている利用内容
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といたしまして、水稲、畑作物、果樹です。 

        以上の案件につきましては、さきの地区委員会で協議が行われ、全

ての案件が農業経営基盤強化促進法の第１８条第３項の各要件を満た

していることが確認されております。 

        第５号議案及び第６号議案の説明につきましては、以上です。 

 

議  長    ただいま、事務局より内容の説明がございましたとおり、この件に

つきましては、各地区委員会での詳細にわたり確認が行われており、

全ての案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合し

ているとのことでございます。この件について何かご意見ございませ

んか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、計画案どおり承認することに決定します。 

        続きまして、第７号議案、非農地証明願２件でございます。地元委

員のご報告に当たりましては、対象農地の調査結果を踏まえ、協議状

況のご報告をお願いいたします。 

        それでは１番、お願います。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        １番、２番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １番、２番は関連で、願い出の土地９筆につきましては、昭和４０

年代に病院用地として診療所、宿舎、倉庫の建築のほか駐車場を設置

し、利用されておりましたが、今般名義変更に当たり、地目が農地の

ままだったことから、地目変更登記のため非農地証明願を提出された

ものです。証明に当たって調査した結果、１番については昭和４０年

及び昭和４３年に旧田底町農業委員会で審議され承認後、県へ進達さ

れていることを当時の会議録により確認いたしました。また、２番に

ついては、昭和４６年に植木町農業委員会で審議され、県へ進達され

ていることを当時の議案により確認いたしました。ほかに、土地の全

部事項証明書からは会議開催日から２か月以内に当時の譲受人へ所有

権移転の登記が行われていることが確認できます。また、現地調査に

より、現在は閉院しておりますが、当時の転用目的である病棟、宿舎

等の建物が残っていることも確認いたしました。これらの調査結果か

ら、本件の土地については、当時転用許可が出ており、許可後はその
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目的どおりに使用されてきたものと判断されます。本来であれば許可

済みの場合は、許可書交付証明書を発行し、地目変更登記をしていた

だくわけですが、今回の案件については、許可の時期が古く、正確な

許可の日付、許可番号を特定することができず、結果証明書の発行が

できません。 

        以上のような特別の事情があることを踏まえ、地区委員会といたし

ましては、願い出どおり非農地として証明書を交付することに何ら問

題ないものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま、１番、２番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定します。 

        続きまして、第８号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明

願３件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、対象農地

の耕作状況など調査結果を踏まえ協議状況のご報告をお願いします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１７番 眞鍋宜孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        １番につきましては、先日の地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        １番は、相続税の納税猶予継続のための証明願です。願い出人は、

対象農地２筆を願い出人自らが引き続き農業経営を行っていることを

地元委員が確認しております。問題はありませんでした。ご審議方、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定します。 

        続いて、２番。 
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９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ２番から３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ２番は、租税特別措置法第７０条の６第１項の相続税の納税猶予継

続のために必要とする証明の願い出です。願い出人は水稲、露地野菜

を作付されている農家で、対象農地１０筆について引き続き農地とし

て適正な管理、耕作が行われていることを地元委員が確認しておりま

す。 

        ３番は、租税特別措置法第７０条の６第１項の相続税の納税猶予継

続のために必要とする証明の願い出です。願い出人はミカンを栽培さ

れている農家で、対象農地４筆について引き続き農地として適正な管

理、耕作が行われていることを地元委員が確認しております。 

        以上２件、先日の地区委員会において証明書の交付については何ら

問題ないものと協議をいたしました。ご審議方、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長    ただいま、２番、３番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定いたしま

す。 

        次に、次第５の報告事項です。 

        事務局より説明をお願いします。 

 

事務局     議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。 

        １番から１０番までの合計２７１件となっております。件数のみ報

告いたします。 

        以上です。 

 

議  長    次に、次第６のその他ですが、本日は特に何もございません。 

        それでは、以上で全ての案件が滞りなく終了いたしました。 

        なお、この総会において決議されました案件については、その条項、

字句、その他整理を要するものについてついては、会議規則第１８条



 

－26－ 

の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしと認めます。 

        よって、本総会において議決された案件の整理については、これを

議長に委任することに決定いたしました。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        これにて、閉会いたします。 

 

  閉  会 午後 ５時 １２分 

 

 

 

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和 3年１２月８日 
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